
事業者のみなさまへ事業者のみなさまへ
　新型コロナウイルス感染症の拡大により、多大な影響を受けられた市内事業者に対する支援事
業を市独自の施策として実施しています。

※各事業の申請方法等の詳細は市ホームページでご確認ください。

支援名称 対象・支援内容 申請期限 問合せ

新型コロ
ナ 関 連・
事業継続
支援金

融資を受けながらも事業の継続に努める事業者
であって、市税等の申告を行い、市税の滞納が
ない等の要件を満たしていること及び次の㋐ ~
㋒のいずれかの要件に該当する事業者
～申請期限を延長し、対象者を拡大しました～

1事業者あたり
10 万円

（㋐㋑㋒それ
ぞ れ に つ き 

1 回限り） 令和 4 年
2月15日(火）

地域振興課
☎ 53-1151

内線
564・565

㋐令和 2年 7月 1日～令和 3年 10月 31 日の
間にセーフティネット保証等の新型コロナウイ
ルス感染症関連の融資を受けた市内に主たる事
業所を有する事業者
㋑令和 2 年 3 月 1 日～令和 2 年 6 月 30 日の
間にセーフティネット保証等の新型コロナウイ
ルス感染症関連の融資を受けた事業者であって、
令和 2年度において同支援金の交付を受けてい
ない市内に主たる事業所を有する事業者
㋒大和郡山市中小企業融資保証制度（市制度融
資）を利用する事業者であって、令和 2年 3月
1日～令和 3年 10 月 31 日の間に市制度融資
の利用に伴う利子の支払いをした事業者のうち、
コロナにより売上高が減少している事業者

新型コロ
ナウイル
ス感染防
止対策施
設支援金

令和 4年 1月 31日までに「奈良県新型コロナ
ウイルス感染防止対策施設認証制度」における
県の認証を受けた施設（飲食店や宿泊施設等）
を市内に有する事業者

1 施設あたり
5 万円

（1 回限り）

個別無料
相談窓口
の設置

専門家による「個別無料相談」の窓口を開設しています（相談時間：約 60 分）
【日時・相談日・相談時間】※相談日の 5 日前までに申し込みが必要。

市商工会
☎ 53-5955

内　　容 相　談　日 相談時間(枠)
売上拡大・マーケティング・補助金等に関すること 1/20、2/1、2/17

① 13：00 ～ 
② 14：15 ～ 
③ 15：30 ～

経営改善・資金繰り・補助金等に関すること 1/25、2/3、2/22
事業承継・引継ぎに関すること 1/11、1/27、2/8、2/24
人材の活用に関すること 1/13、1/18、2/10、2/15
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